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◇

｢当期利益｣とI所得金額｣の違い

Q:損益計算書で計算した「当期利益」と

法人税の「所得金額」とは、多少違うようで

すが、違いを教えてください。

A:法人税の計算では、会社決算上の収益

に相当する「益金」から、会社決算上の費用

に相当する「損金」を控除して、所得を求め

ます。しかし、会社決算上費用処理したもの

が損金に認められなかったり、会社決算上収

益処理したものが益金に算入されなかったり

するなど、会社決算上と税務計算上とで扱い

が異なるものについて調整計算が行われるた

め、当期利益と所得金額は一致しないことが

ほとんどです。

会社決算上と法人税の計算で差異となる項

目は次のとおりです。

(1)会社計算上は収益に計上されるが、法人税

計算上は益金に算入されないもの

受取配当金、法人税等の還付金、収用に

よる補償金等

(2)会社計算上は収益に計上されないが、法人

税計算上は益金に算入されるもの

準備金の戻入等

(3)会社計算上は費用に計上されるが、法人税

計算上は損金に算入されないもの

交際費や寄付金の支出限度超過額、過大

役員報酬、過大役員退職金、引当金等の繰

入限度超過額、罰科金等

(4)会社計算上は費用に計上されないが、法人

税計算上は損金に算入されるもの

準備金の繰入、青色申告法人の前5年以

内の繰越欠損金等
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